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●●株式会社　●●事業所
一般的なものを例示しております。取扱状況に応じて修正して下さい。
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第１章　総則
　
（目的）
第１条　この規則は、●●株式会社●●事業所が防衛省本省又は防衛装備庁（以下「防衛省」という。）との間に締結した特別防衛秘密（特定特別防衛秘密を含む。以下同じ。）の保護に関する特約条項及び装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドラインに基づき、特別防衛秘密の保護のために必要な事項を定めることを目的とする。

　（適用範囲）
第２条　この規則は、入札準備、見積り等の契約締結前、契約履行中及び契約終了後の全ての行為に適用する。なお、防衛省への申請、報告又は提出する文書の様式については、この規則の中で定めるほか、防衛省からの指示がある場合には、その指示に従うものとする。

　（関係法令等）
第３条　この規則に関係する法令等は、次のとおりとする。
⑴　特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号）
⑵　防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２５号）
⑶　郵便法（昭和２２年法律第１６５号）
⑷　その他防衛省が定めた関係規則

　（用語の定義）
第４条　この規則に用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
⑴　「特別防衛秘密」とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６号）第１条第３項に規定する特別防衛秘密をいい、特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を特別の保護を要するものとして防衛大臣又は防衛装備庁長官が指定した特定特別防衛秘密を含む。
⑵　「文書」とは、文字又はこれに代わるべき符号を用いて一定の事項を表示した物体をいい、マイクロフィルム、磁気テープ、フロッピーディスク、光磁気ディスクその他の可搬記憶媒体を含む。
⑶　「図画」とは、写真、その他の形象を表示した物体をいい、写真、映画フィルム、ビデオテープ、ＤＶＤその他の記憶媒体を含む。
⑷　「物件」とは、文書及び図画以外の全ての有体物をいう。
⑸　「文書等」とは、文書、図画及び物件の総称をいう。
⑹　「情報」とは、口頭、視覚又は聴覚により伝えることができる知識（無体物）をいう。
⑺　「伝達」とは、知識を相手方に伝えることであって、有体物である秘密に指定された文書等の送達を伴わないものをいい、視覚、聴覚等により情報を相手方に伝えることをいう。
⑻　「秘密業務」とは、特別防衛秘密に指定された情報及び特別防衛秘密に指定された文書等の製作、複製、取扱い、保管、管理を行う業務をいう。
⑼　「関係社員」とは、秘密業務に従事する必要がある者であって、総括者から指定された者をいう。
⑽　「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
⑾　「可搬記憶媒体」とは、パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のもの（フロッピーディスク、光磁気ディスク、ＵＳＢメモリ、外付けハードディスク等）をいう。
⑿　「携帯型情報通信・記録機器」とは、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、映像走査機器（ハンディスキャナ）、写真機、録音機、ビデオカメラ等の通話、記録等の機能を有する機器をいう。
⒀　「電子計算機情報」とは、情報システム（ハードウェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。）、ネットワーク又は記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。以下同じ。）において取り扱われる情報をいう。
⒁　「保全施設」とは、特別防衛秘密に属する情報又は文書等を取扱う施設として、防衛省により確認された施設をいう。
⒂　「保管容器」とは、特別防衛秘密に属する文書又は図画を保管する容器をいう。
⒃　「保管庫」とは、特別防衛秘密に属する物件のうち、形状、性質等の関係で保管容器に保管することができないもの及び特別防衛秘密に属する文書又は図画で保管容器に収容できないものを保管する施設をいう。
⒄　「閉鎖区域」とは、特別防衛秘密に指定された物件等の形状又は材質等により、秘密保全施設では当該物件等の保管ができない場合に、当該物件等を保護するために期間を定めて設けられた区域をいう。
⒅　「立入禁止区域」とは、保全施設及び閉鎖区域をいう。
⒆　「反古紙」とは、契約の履行上、一時的に作成した原稿、フィルム、ＣＤ、ＤＶＤ、ＭＯ、磁気テープ、タイプリボン、カーボン紙及びコピー用紙等をいう。
(20)　「訪問者」とは、関係社員以外の者であって、防衛省の許可を得て特別防衛秘密に属する文書等に接近する全ての者をいう。
(21)　「関係簿冊」とは、秘密業務を管理するために必要な簿冊及び帳票の総称をいう。

　（運用上の注意）
第５条　この規則の実施に当たっては、秘密業務に関し、不当な拡張解釈を行ってはならない。

　（解釈及び運用）
第６条　この規則の解釈及び運用について疑義が生じたときは、防衛省と協議するものとする。

第２章　秘密保全組織及び関係社員

　（秘密保全組織の設定）
第７条　この規則を円滑に実施・運用するため、総括者は、特別防衛秘密の保護に必要な組織を設定しなければならない。なお、設定した秘密保全組織は、年１回、定期見直しを実施するとともに、人事異動等により変更が発生する都度、改訂・維持をしなければならない。当該運用については、第８条から第１０条までの規定に基づき行うものとする。

　（総括者の任免及び責任）
第８条　総括者は、●●●●長とし、その任免についてはその職務上の上級者が行う。なお、総括者は、所掌管理単位における特別防衛秘密の保護について、全般的な指導及び監督を行い、最高の責任を負うものとする。
２　総括者の職務上の上級者は、総括者が事故その他の理由により、その職務を行うことができない場合に備え、代行者をあらかじめ指定するものとする。

　（施設管理者の任免及び職務）
第９条　施設管理者は、当該事業場の●●部長又はこれに準ずる者から指定するものとし、その任免については総括者が行う。なお、施設管理者は、特別防衛秘密の保護に必要な施設の維持に係る担当者及び警備担当者の管理・監督を行うものとする。
２　総括者は、施設管理者が事故その他の理由により、その職務を行うことができない場合に備え、代行者をあらかじめ指名するものとする。
３　施設管理者は、特別防衛秘密の保護に必要な施設の維持に係る職務を取扱う担当者及び事業場の入退場の統制、施設の監視及び巡回等の警備・保安に係る職務を取扱う警備担当者を指定し、任免することができる。
４　施設管理者は、施設の維持に係る職務を取扱う担当者及び警備担当者の名簿を作成し、保全担当を経由して総括者に報告する。
５　施設管理者、施設の維持に係る担当者及び警備担当者は、秘密業務に従事する者ではないため、特別防衛秘密の内容に関与してはならない。

　（関係社員の指定及び職務）
第１０条　関係社員は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれの各職務を行うものとする。
⑴　保全管理者
ア　保全管理者は、特別防衛秘密を保管する部門の部長又はこれに準ずる者から指定するものとし、その任免については総括者が行う。保全管理者は、その所掌管理単位における秘密業務に係る関係社員の職務遂行を監督・指導する。
イ　総括者は、保全管理者が事故その他の理由により、その職務を行うことができない場合に備え、代行者をあらかじめ指名するものとする。
⑵　保全責任者
ア　保全責任者は、特別防衛秘密を保管する部門のグループ長又はこれに準ずる者から保全管理者又はその職務上の上級者が指定し、その任免については総括者が行う。保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書等の保管並びにこれに伴う事務を行うほか、特別防衛秘密の取扱者を監督・指導する。
イ　保全管理者は、保全責任者が事故その他の理由により、その職務を行うことができない場合に備え、代行者をあらかじめ指名するものとする。
⑶　保全責任者補助者
保全責任者補助者は、保全責任者の職務の一部を補佐する補助者を保全管理者又は職務上の上級者が指定し、その任免については総括者が行う。保全責任者補助者は、作業項目及び内容を明確にしたうえで、特別防衛秘密の保護に係る一部の業務を遂行する。
⑷　取扱者
取扱者は、特別防衛秘密に係る設計、製作、複製、修理、据付、取付、調査、研究、実験及び営業等の職務を行う者から保全責任者又はその職務上の上級者が指定し、その任免については総括者が行う。ただし、特別防衛秘密の内容に関与しない単なる印刷、製本、荷扱い、運搬等の役務に従事する者は、取扱者には含まれない。
⑸　保全担当
この規則に定める秘密業務を行うため、総括者は秘密業務を取扱う事業場に保全担当を置くものとする。保全担当は、総括者を補佐し、特別防衛秘密の保護に係る職務を遂行する。

　（関係社員の範囲の制限）
第１１条　総括者は、関係社員の指定に当たっては、人格、素行、勤務状況等を総合的に勘案し、秘密業務に従事するに相応しい者を充てるものとし、その範囲は必要最小限度にとどめなければならない。

　（関係社員の任免及び秘密保全適格証明書）
第１２条　総括者は、関係社員の指定及び解除を行うものとする。
２　関係社員には、派遣労働者を指定してはならない。ただし、総括者が必要と判断した場合は、あらかじめ防衛省の契約担当官等と協議するものとする。
３　総括者は、関係社員の指定について確認が必要と判断した場合は、あらかじめ当該指定について防衛省の契約担当官等と協議するものとする。
４　関係社員を任免するに当たっての手続は、次の各号に定めるところによる。
⑴　秘密業務を保管する部門長は、秘密業務従事者指定申請書を作成し、保全担当を経由して総括者に提出する。保全担当は、総括者により関係社員に任命された者に対して、秘密保全適格証明書を発行する。秘密業務従事者指定申請書及び秘密保全適格証明書の様式は細則による。
⑵　保全担当は、秘密保全適格証明書に一連番号を付し、確実に発行状況を掌握するとともに、秘密保全適格証明書の保有状況について定期的に点検を行うものとする。
⑶　秘密業務を保管する部門長は、関係社員が作業の終了その他の理由により秘密業務に従事しなくなったときは、当該関係社員の秘密保全適格証明書を遅滞なく保全担当に返納し、保全担当は返納された秘密保全適格証明書を廃棄するものとする。

　（名簿）
第１３条　総括者は、第１０条の規定により関係社員に任命した者の関係社員名簿（別記様式第１号）を作成し、当該名簿に登載された関係社員に特別防衛秘密を取り扱わせる前に、防衛省に報告するものとする。
２　総括者は、作成した関係社員名簿について、人事異動等により関係社員に変更があった場合は、遅滞なく更新し、防衛省に報告するものとする。

第３章　特別防衛秘密の保護

　（特別防衛秘密の保護）
第１４条　特別防衛秘密を取扱う業務については、関係社員以外の者（防衛省の許可を受けた者を除く。）に従事させてはならない。
２　関係社員は、関係社員以外の第三者（防衛省の許可を受けた者を除く。）に対して特別防衛秘密を閲覧させ又は漏洩してはならない。また、関係社員相互間においても、必要とする範囲を超えて伝達してはならない。

　（防ちょう）
第１５条　関係社員は、特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が探知、収集又は破壊されないように努めなければならない。

（懲罰等）
[bookmark: _Hlk209113522]第１６条　この規則に違反し、特別防衛秘密が漏洩した場合には、防衛省との間に締結した「秘密保全の確保に関する違約金条項」に基づき、防衛省から違約金が請求されるものとする。また、この規則に違反し、特別防衛秘密を紛失、漏洩又は破壊した場合には、就業規則に基づき懲戒の対象となるものとする。
　（特別防衛秘密の目的外利用の禁止）
第１７条　特別防衛秘密は、防衛省の書面による承認を得ることなく、当該秘密が提供された目的以外に利用してはならない。

　（保全教育）
第１８条　総括者は、防衛省にあらかじめ確認を得た年間計画に基づき関係社員及び総括者が必要と判断したその他の社員に対する保全教育を実施するものとする。
２　総括者は、新たに関係社員になった者に対しては、当該関係社員に秘密を取り扱わせる前に、保全教育を実施するものとする。
３　保全教育を実施するときは、その内容及び実施方法について、事前に防衛省の承認を受けるものとする。ただし、その内容等が既に防衛省の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りる。
４　総括者は、前項の規定により承認を受けた保全教育の内容等を変更する場合は、改めて防衛省に申請し、その承認を受けるものとする。

　（関係簿冊の作成及び備付け）
第１９条　保全責任者は、関係簿冊として、次の各号に掲げる簿冊を作成し、備え付けなければならない。
⑴　保管簿（別記様式第●号）
⑵　貸出し・閲覧簿（別記様式第●号）
⑶　反古紙廃棄簿（別記様式第●号）
⑷　検査記録（別記様式第●号）
⑸　立入記録（別記様式第●号）

（関係簿冊の取扱い）
第２０条　関係簿冊は取扱いに注意し、特に必要とする場合を除き、関係社員以外に閲覧させてはならない。関係簿冊には、表紙及び裏表紙の右上隅及び左下隅にそれぞれ赤色で「取扱注意」の表示をするものとする。
２　関係簿冊は、記録内容の改ざんを防止するため、ページ番号の付与等の適切な管理を行うものとする。
３　保全責任者は、保管簿及び貸出し・閲覧簿を秘密の保全責任のある期間（秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項第２条に規定する乙が秘密等を保全する責任がある期間をいう。）経過後３年間保管するものとし、廃棄する場合は、防衛省の担当官の確認を受けたうえで実施し、その結果を関係簿冊反古紙廃棄記録簿に記録する。関係簿冊反古紙廃棄記録簿の様式は細則による。
４　保全責任者は、検査記録及び立入記録は関係契約事項完了後５年間、反古紙廃棄簿は当該廃棄記録終結後２年間保管し、その後、総括者の承認を得てから処分するものとする。

第４章　特別防衛秘密の接受、保管及び貸出し

　（接受）
第２１条　保全責任者は、社外から特別防衛秘密に属する文書等を接受したときは、送付書等と現物とを照合し、異状の有無を確認するものとする。
２　保全管理者は、接受した文書等の異状について保全責任者から報告を受けたときは、速やかに保全担当を経由して総括者に報告するとともに、防衛省に対しては文書で報告するものとする。
３　保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書等を接受した場合は、速やかに保管簿に所定事項を記載し、保管状態を明確にするとともに、現品及び送付書を保管し、送付書の写しを保全担当に提出するものとする。

　（接受報告）
第２２条　保全担当は、送付書の写しを受領した場合は、総括者に報告するとともに、防衛省に特別防衛秘密文書等の接受報告書を速やかに提出するものとする。なお、特別防衛秘密文書等の接受報告書の様式は細則によるものとし、特別防衛秘密文書等の接受報告書には、送付書の写しを添付するものとする。

　（保管）
第２３条　特別防衛秘密に属する文書等は、次の各号に掲げる秘密区分に従い、当該各号に定める容器に保管しなければならない。
⑴　機密　三段式文字盤かぎのかかる金庫
⑵　極秘　三段式文字盤かぎのかかる鋼鉄製の箱
⑶　秘　　鍵のかかる鋼鉄製の箱
２　特別防衛秘密に属する物件で、形状、性質等の関係で前項の方法により保管できないときは、保管庫に保管するものとする。
３　特別防衛秘密に属する文書で、その保管場所と特別防衛秘密に係る作業の実施場所とが離れている場合には、特別防衛秘密に属する文書の使用頻度、特別防衛秘密に係るデータの発生状況により、保管容器又は保管庫の位置を作業場内へ変更することができる。
４　保管場所の変更により保管容器又は保管庫の保全責任者が変わる場合は、送付書及び受領書により特別防衛秘密に属する文書等の授受を確実に行い、これを保管する。送付書及び受領書の様式は細則による。また、第１９条の規定に従い、関係簿冊を作成し、備え付けなければならない。

　（文字盤かぎの組合せ番号等の保全）
第２４条　保全責任者は、少なくとも年１回（原則４月とする）、保管容器の文字盤かぎの組合せ番号を変更しなければならないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、その都度変更するものとする。
⑴　保管容器を初めて使用したとき。
⑵　保全責任者及び文字盤かぎの組合せを知っている者が交代、配置替え又は退職したとき。
⑶　文字盤かぎの組合せ番号が、保全責任者及びその指定した者以外の者に知られたとき又はその疑いのあるとき。
２　前項の文字盤かぎの組合せ番号又は錠の変更は、保全責任者及びその指定した者が実施し、部外の錠鍵業者又はその下請業者等に実施させてはならない。
３　文字盤かぎの文字盤の組合せ番号を変更したときは、文字盤組合せ記録簿（別記様式第●号）に所定事項を記入しなければならない。なお、文字盤かぎの組合せの番号は、文字盤組合せ記録簿に記載してはならない。
４　文字盤かぎの組合せの番号は、保全責任者及びその指定した者以外に知らせ、又は管理させてはならない。

　（鍵の保管）
第２５条　特別防衛秘密に属する文書等の保管に使用する各種の鍵及び立入禁止区域出入口の鍵は、いずれも保全責任者又はその指定した者以外の者が所持又は使用してはならない。
２　立入禁止区域の出入口の鍵は、就業時間中は保全責任者又はその指定した者が保管し、就業時間外は所定の鍵容器に収納し、施錠のうえ、警備室に備付けの鍵容器保管庫に収納するものとする。
３　特別防衛秘密に属する文書等の保管に使用する各種の鍵は、就業時間中は保全責任者又はその指定した者が常時携行し、就業時間外は所定の鍵容器に収納し、施錠のうえ、警備室に備付けの鍵容器保管庫に収納するものとする。
４　鍵容器の鍵は、保全責任者又はその指定した者が責任をもって保管し、鍵容器保管庫の鍵は、警備担当の長又はその指定した者が保管するものとする。

　（貸出し及び閲覧）
第２６条　保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書又は図画を貸出し又は閲覧させる必要があるときは、次の各号の要領に従い、貸出し又は閲覧させることができるものとする。
⑴　貸出し又は閲覧させる者が関係社員であることを確認するとともに、業務上必要とする場合に限り、貸出し又は閲覧させることができる。
⑵　貸出し又は閲覧させる場合は、貸出し・閲覧簿に所要の事項を記載し、貸出し又は閲覧を行う者から押印を得る。
⑶　特別防衛秘密に属する文書又は図画を貸出し又は閲覧させる場合は、立入禁止区域内において実施しなければならない。
⑷　特別防衛秘密に属する文書若しくは図画を貸出し又は閲覧させる場合は、特別防衛秘密に属する文書若しくは図画の転貸、供覧等又は秘密事項のメモ等を行わせてはならない。
⑸　特別防衛秘密に属する文書若しくは図画の貸出し又は閲覧は、当日限りとする。
２　保全責任者は、貸出し若しくは閲覧させている特別防衛秘密に属する文書又は図画の返却を受けた場合は、直ちに異状の有無を確認し、貸出・閲覧簿に所要の事項を記載し、押印しなければならない。
３　保全責任者は、貸出し若しくは閲覧させる特別防衛秘密に属する文書又は図画の取扱い及び保管について、適切な指導を行わなければならない。
４　特別防衛秘密に属する物件の貸出しの手続及び必要な保全措置については、前各項を準用するものとする。
５　借用者は、特別防衛秘密に属する文書を当日中に返却し、関係者以外に閲覧させないよう、取扱い及び保管を適切に実施するものとする。

　（文書及び図画の編冊等）
第２７条　特別防衛秘密に属する文書又は図画は、他の文書又は図画と同一の簿冊に編綴してはならない。

　（指定前の特別防衛秘密の取扱い）
第２８条　特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件で、まだ特別防衛秘密の指定をされていないものを受領したときは、特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件に準じた保全に努めなければならない。
２　保全責任者は、指定前の文書等には、原則として赤色で、文書又は図画については右上部及び左下部に、物件については適当な場所に、「指定前特別防衛秘密」の表示を行うものとする。

　（特別防衛秘密の解除）
第２９条　総括者は、防衛省から接受した特別防衛秘密について、第５１条による特別防衛秘密の解除の通知があったときは、保全担当に指示し、速やかに保全管理者にその処置を行わせるものとする。
２　保全管理者は、保全責任者に指示し、保管簿に所定事項を記載させるものとする。なお、特別防衛秘密の解除の通知に廃棄の条件が付されてきた場合には、第６６条及び第６７条の規定に従い処置しなければならない。

第５章　特別防衛秘密の伝達及び送達等

　（特別防衛秘密の伝達等）
第３０条　口頭により特別防衛秘密に属する事項を伝達するときは、相手方に特別防衛秘密に指定されている旨及び条件を明示するほか、筆記の制限その他特別防衛秘密の保護について必要な措置を講じなければならない。
２　特別防衛秘密に属する事項を電子メール、電話、ＦＡＸ等の方法で伝達してはならない。

　（伝達及び送達の許可）
第３１条　総括者は、特別防衛秘密に属する文書等を社外に送達するときは、特別防衛秘密文書等の送達申請書により、あらかじめ防衛省の許可を得なければならない。特別防衛秘密文書等の送達申請書の様式は細則による。ただし、契約履行上、防衛省に伝達又は送達する場合は、申請手続を不要とする。

　（送達の方法）
第３２条　特別防衛秘密の送達は、次の各号に定める要領により行わなければならない。
⑴　鍵のかかるかばん等の容器（外部から内側を視認できないものに限る。）を用い、関係社員２名以上の者が携行又は輸送機関に同乗監視する。
⑵　前号による送達ができないとき又は不適当なときは、他社の輸送業者に輸送を依頼して送達することができる。ただし、他社の輸送業者に輸送を依頼する場合は、あらかじめ防衛省の許可を受ける。
２　特別防衛秘密に属する文書等の授受を明確にするため、その送達に当たっては、送付書及び受領書を使用し、受領書に送達先の受領者印を徴した後、保管するものとする。

　（送達の記録）
第３３条　保全管理者は、総括者の承認を得て、保管している特別防衛秘密に属する文書等（複製、製作及び写真撮影した特別防衛秘密に属する文書等を含む。）を送達したときは、保全責任者に送達に伴う処理、保管簿への記載、受領書等の保存等を確実に実施させなければならない。
２　保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書等を送達した場合は、速やかに保管簿に所定事項を記載し、送達先からの受領書の写しを保全担当に提出するものとする。

　（文書及び図画の封筒等）
第３４条　特別防衛秘密に指定された文書又は図画を送達するときは、原則として封筒又は包装を二重にして封かんしなければならない。ただし、関係社員が携行する場合で、保全管理者又は総括者が特別防衛秘密の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。
２　封筒又は包装には不透明質のものを用い、第５２条の規定による標記を内側の封筒又は包装のみに表示するものとする。

　（特別防衛秘密に属する物件の梱包）
第３５条　特別防衛秘密に属する物件を送達する場合は、前項の規定を準用し、窃取、破壊、盗見等の危険を防止するため、梱包を厳重にする等の措置を講じなければならない。

　（特別防衛秘密に属する文書等の郵送）
第３６条　特別防衛秘密に属する文書等を送達する場合において、関係社員がその都度携行により送達することがきわめて困難であり、真にやむを得ない場合で、総括者の指示があるときには、その秘密区分が機密であるものを除き、次の各号の秘密区分により、当該各号に定める要領により送達することができるものとする。
⑴　極秘　書留（郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第４５条第１項に規定する書留をいう。次号において同じ。）とした第１種郵便物（同法第２０条第１項に規定する第１種郵便物をいう。次号において同じ。）
⑵　秘　書留とした第１種郵便物又は日本郵便株式会社が書留と同様に取り扱う荷物

　（送達の報告）
第３７条　保全担当は、受領書の写しを受領した場合は、総括者に報告するとともに、防衛省に特別防衛秘密文書等の送達報告書を速やかに提出する。なお、特別防衛秘密文書等の送達報告書の様式は細則によるものとし、特別防衛秘密文書等の送達報告書には、受領書の写しを添付するものとする。

第６章　保全状況の検査及び報告等

　（保全状況の検査）
第３８条　保全責任者は、その保管に係る特別防衛秘密に属する文書等の保全状況について異状の有無を点検し、その結果を検査記録に記録しなければならない。また、保全施設、設備、特別防衛秘密に属する文書等の管理状況について、定期的に社内の保全検査、防衛省による保全検査を受検しなければならない。
２　保全管理者は、その管理に係る特別防衛秘密に属する文書等について、保全責任者に毎月１回その状況を報告させるとともに、必要に応じてその状況を点検しなければならない。
３　総括者は、保全担当に命じて毎月１回定期的に、その他必要のある場合は臨時に、特別防衛秘密の保管状況及び保全が適切に行われているかを検査させ、その結果を特別防衛秘密の保管状況点検表により、総括者に報告させなければならない。特別防衛秘密の保管状況点検表の様式は細則による。
４　保全状況の検査の際に異状を発見したときは、第６９条及び第７０条の規定に準じて措置しなければならない。
５　第１項のほか、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員は、保全施設及び保管容器の状況について、日々点検を実施し、保全施設点検表及び保管容器点検表により点検結果を記録するものとする。なお、保全施設点検表及び保管容器点検表の様式は細則による。

　（検査要領）
第３９条　保全状況の検査については、総括者又はその指定した者は、あらかじめその検査要領を定めておくものとする。

　（保管状況報告）
第４０条　総括者は、防衛省の要求に応じ、特別防衛秘密に属する文書等の保管状況について、保全担当に指示し、特別防衛秘密保管状況報告書及び特別防衛秘密保管状況内訳表を防衛省に報告させるものとする。なお、特別防衛秘密保管状況報告書及び特別防衛秘密保管状況内訳表の様式は細則によるものとする。

　（主契約者による保全状況確認）
第４１条　保全責任者は、保全施設、設備、特別防衛秘密文書等の管理状況について、主契約者による保全状況確認の実施に対する協力を要請された場合は、協力しなければならない。

第７章　保全責任者等の交代

　（保全責任者の交代）
第４２条　保全責任者が交代する場合は、前任者は後任者に事務引継を確実に行わなければならない。
２　保全責任者が交代する場合は、新旧交代者は、保管簿の表紙裏面の引継証明記録（別記様式第●号）に押印し、所要事項を記載しなければならない。
３　保全管理者は、保全責任者の引継ぎに立会い、その結果を総括者に報告しなければならない。
４　保全責任者の交代は、後任者への引継ぎを確実に行うため、引継簿により行うものとする。なお、引継簿の様式は細則による。
５　新旧保全責任者は、引継簿による引継のほかに、引継証明記録（別記様式第●号）により交代及び簿冊の引継を行い、所定事項を記入し、保全管理者の認印を得るものとする。引継証明記録は保管簿ごとに行い、保管簿の表紙裏面に貼付しなければならない。なお、引継内容の確認は、特別防衛秘密の保管状況点検表を用いて実施するものとし、特別防衛秘密の保管状況点検表の様式は細則によるものとする。

　（その他の交代）
第４３条　総括者、施設管理者及び保全管理者の交替は、後任者への引継ぎを確実に行うため、引継簿により行うものとする。

第８章　特別防衛秘密の複製、製作又は写真撮影等

　（特別防衛秘密に属する文書及び図画の複製又は製作）
第４４条　総括者は、特別防衛秘密に属する文書及び図画を複製又は製作するときは、あらかじめ特別防衛秘密文書等の複製等の許可申請書により、防衛省の許可を得なければならない。特別防衛秘密文書等の複製等の許可申請書の様式は細則による。ただし、契約履行上複製又は製作する場合は、この限りでない。
２　特別防衛秘密に属する文書及び図画の複製又は製作を行う場合は、あらかじめ実施の細部について防衛省と事前に協議し、防衛省の立会官の確認を得て行うものとする。
３　特別防衛秘密に属する文書及び図画の複製又は製作を行ったときは、速やかに特別防衛秘密文書等の複製等の実施報告書により、防衛省に報告しなければならない。なお、特別防衛秘密文書等の複製等の実施報告書の様式は細則によるものとし、防衛省への報告は、保全管理者から総括者への報告に基づき、保全担当が行うものとする。

　（特別防衛秘密に属する物件の製作）
第４５条　特別防衛秘密に属する物件を製作する場合には、第４４条の規定を準用する。

　（特別防衛秘密に属する文書等の写真撮影）
第４６条　特別防衛秘密に属する文書等を写真撮影してはならない。ただし、業務上必要な場合は、防衛省の許可を得てから行うものとし、当該手続は、第４４条の規定を準用するものとする。

　（反古紙の廃棄）
第４７条　特別防衛秘密に属する文書等の複製等を行った場合は、それに用いたメモ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＭＯ又は磁気テープ等の秘密の内容を察知するに足るものは、用済後速やかに、保全責任者立会いのうえ、取扱者が焼却又は破壊しなければならない。また、焼却又は破壊の記録を反古紙廃棄簿に記載しなければならない。

　（複製又は製作に伴う特別防衛秘密の指定等）
第４８条　保全管理者は、複製又は製作した特別防衛秘密について、防衛省より第５１条及び第５４条の規定による特別防衛秘密の指定等の通知があったときは、総括者に報告するとともに、保全責任者に指示し、特別防衛秘密の表示、登録番号等の表示を行わせるものとする。

　（複製等の記録）
第４９条　保全管理者は、前条による措置を実施した後、保全責任者に保管簿に所要事項を記入させるものとする。
２　保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書等の複製、製作又は写真撮影を行ったときは、特別防衛秘密の複製等実施記録に所定事項を記載し、立会官の確認を得るものとする。なお、特別防衛秘密の複製等実施記録の様式は細則による。

　（複製又は製作中の特別防衛秘密の取扱い）
第５０条　複製又は製作中の文書、図画又は物件で、その複製又は製作の完了後、特別防衛秘密に属することとなるものについては、特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件に準じた保全に努めなければならない。

第９章　　特別防衛秘密の指定等

　（特別防衛秘密の指定、変更及び解除）
第５１条　特別防衛秘密の指定、特別防衛秘密の指定解除の条件付与及び変更、並びに特別防衛秘密の指定解除は、防衛省の指示によるものとする。
２　総括者は、防衛省から特別防衛秘密の指定、変更又は解除の通知があったときは、保全担当に指示し、速やかに保全管理者にその処置を行わせるものとする。
３　保全管理者は、保全担当の指示に従い処置を行ったときは、保全責任者に保管簿への所要事項の記入、訂正又は抹消をさせるとともに、備考欄に根拠となる文書番号及び日付を記載のうえ押印させるものとする。

　（特別防衛秘密の表示）
第５２条　保全管理者は、製作又は複製した秘密に属する文書等の特別防衛秘密の表示について、防衛省から特に指示がない限り、次の各号に掲げる要領により表示するものとする。ただし、やむを得ない場合は、防衛省の承認を得て、他の方法をとるものとする。なお、特別防衛秘密の表示の様式は細則による。
⑴　本装丁の文書又は図画への特別防衛秘密の表示
表紙、裏表紙及び特別防衛秘密の情報を含む各頁の右上隅及び左下隅に表示する。
⑵　本装丁以外の文書又は図画への特別防衛秘密の表示
ア　特別防衛秘密の情報を含む各頁の右上隅及び左下隅に表示する。表紙がある場合は、表紙及び裏表紙にも同様に表示する。
イ　その表面に表示することが困難又は不適当であり、封筒又は容器に収容する場合には、これらの封筒又は容器の見やすい場所に表示する。
ウ　巻状の文書及び図画は両端（上部及び下部）に表示する。
２　特別防衛秘密の表示は、次の各号に従い、赤色（やむを得ない場合は他の色）で記入又は捺印するものとする。
３　物件への特別防衛秘密の標記の表示は、適当な見やすい場所に表示するものとする。

　（登録番号及び一連番号の表示）
第５３条　特別防衛秘密に属する文書等に対する登録番号及び一連番号の表示は、防衛省の指示に基づき次の各号に掲げる要領により実施するものとする。なお、登録番号及び一連番号の表示の様式は細則によるものとし、指定条件が付されている場合には、合わせてこの表示を行うものとする。
⑴　特別防衛秘密に属する文書又は図画への登録番号及び一連番号の表示
特別防衛秘密に属する文書又は図画については、左上部に表示する。ただし、左上部に表示できないときは、防衛省の承認を得て、適当な個所に表示することができる。
⑵　特別防衛秘密に属する物件への登録番号及び一連番号の表示
特別防衛秘密に属する物件については、適当な見やすい場所に表示する。

　（表示の抹消）
第５４条　総括者は、防衛省から特別防衛秘密の指定解除の指示があったときは、赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線を付することにより、特別防衛秘密等の表示の抹消を行わせなければならない。

第１０章　下請負先に対する特別防衛秘密の保護

　（下請負先の特別防衛秘密の保護）
第５５条　特別防衛秘密に係る下請負をさせる場合は、該当部門は事前に保全担当に申し出て、防衛省の許可を得るものとする。なお、総括者は、保全担当に契約内容、特別防衛秘密の種類、下請負の内容等を明記した特別防衛秘密に係る下請負申請書を作成させ、防衛省に申請し、許可を得なければならないものとし、特別防衛秘密に係る下請負申請書の様式は細則によるものとする。
２　前項の規定により下請負を行うに当たっては、下請負先が特別防衛秘密の保護に関する規定を含む契約を防衛省と締結するとともに、事前に下請負先の秘密保全の手段について防衛省の確認を得ておかなければならない。このため、総括者は、保全担当に指示し、下請負先と防衛省の間の秘密保持に関する規定を含む特別防衛秘密に係る契約書を作成させ、契約締結のために必要な手続等を実施させなければならない。なお、特別防衛秘密に係る契約書の様式は細則による。

　（下請負先の特別防衛秘密の保護状況の確認）
第５６条　総括者は、下請負先の特別防衛秘密の保護状況について定期的にその状況を確認しなければならない。
２　総括者は、下請負先の特別防衛秘密の保護状況の確認を保全担当に行わせるものとする。
３　保全担当は、保護状況の確認結果を文書により総括者に報告しなければならない。

　（下請負先に対する特別防衛秘密の文書等の貸付申請）
第５７条　防衛省から下請負の許可を得た下請負先（以下「指定下請負先」という。）が特別防衛秘密の文書等を必要とする場合には、特別防衛秘密文書等の貸与申請書を提出し、防衛省の許可を得なければならないものとする。なお、特別防衛秘密文書等の貸与申請書の様式は細則によるものとし、防衛省の許可が得られたときは、その写しを指定下請負先に提示し、接受を行わせ、指定下請負先から特別防衛秘密の文書等の接受報告を防衛省に提出させなければならないものとする。

　（下請負先からの特別防衛秘密の文書等の返却等）
第５８条　防衛省の許可を得て指定下請負先が接受し、又は同下請負先が複製若しくは製作した特別防衛秘密の文書等は、主契約の納期までに防衛省に返却させる指示をしなければならない。
２　主契約の完了以外で指定下請負先において特別防衛秘密の文書等を使用する必要がないと判断される場合は、速やかに防衛省に返却させなければならない。
３　指定下請負先から防衛省に特別防衛秘密の文書等が返却されたときは、指定下請負先から送達の報告を防衛省に提出させる指示をしなければならない。

第１１章　施設の保全

　（立入禁止区域の設定）
第５９条　総括者は、防衛省との契約若しくはその準備のために特別防衛秘密に属する文書等の送達を受ける場合、又は契約締結後において特別防衛秘密に属する文書等の複製又は製作を行うことが明らかな場合は、あらかじめその施設若しくは場所（以下「施設」という。）について、立入禁止区域を設定しなければならない。
２　総括者が立入禁止区域を設定する場合は、その施設について防衛省の確認を得なければならない。ただし、既に確認済のものについては、この限りでない。
３　保全施設の新設、変更、転用（申請した目的と異なった目的で使用する場合）及び閉鎖区域の設定をする場合は、防衛省に保全施設の確認申請書又は閉鎖区域の設定申請書を提出し、施設の設計図面、立地条件等を含めて、確認（承認）を得なければならない。なお、保全施設の確認申請書又は閉鎖区域の設定申請書の様式は細則による。

　（立入禁止区域の掲示）
第６０条　総括者は、立入禁止区域を設定したときは、入口に立入禁止の掲示による掲示を行わなければならない。なお、立入禁止の掲示の様式は細則による。

　（立入禁止区域の統制）
第６１条　総括者は、立入禁止区域を設定する場合には、次の各号に掲げる要領により、特別防衛秘密の保護に支障のないよう措置しなければならない。
⑴　施設については、外部から侵入を防止するための装置を設けるとともに、堅固な材料により建造しなければならない。
⑵　外部から特別防衛秘密の文書等が盗見され、特別防衛秘密の情報が察知されないための措置を講じなければならない。
⑶　出入口は、非常口を除き、１個所にしなければならない。
⑷　就業時間中は、立入禁止区域の出入口は、通常施錠しておくものとする。出入りの際は、総括者が指定した関係社員が開錠し、開扉し、直接かつ継続的な監視を行うものとする。
⑸　就業時間外は、制限区域においては、総括者が指定した関係社員が、第２３条に定める特別防衛秘密の文書等の保管方法により保管のうえ、制限区域の出入口を閉扉・施錠し、かつ常駐する警備員により巡回警備するものとする。また、閉鎖区域においては、総括者が指定した関係社員が閉鎖区域の出入口を閉扉・施錠し、かつ常駐する警備員により巡回警備するものとする。

　（立入禁止区域内への立入り）
第６２条　立入禁止区域には関係社員以外の者を立入らせてはならない。ただし、総括者が特に必要と認め、特別防衛秘密の保護上支障がないと認めた者（下請負先関係者を含む。）については、防衛省の許可を得てから立入らせるものとする。なお、立入禁止区域に立入らせるときは、次の各号に掲げる要領によるものとする。
⑴　関係社員の立入り
関係社員の立入りの監督は、特別防衛秘密を管理する保全責任者又は保全責任者が指定をした者が行うものとする。なお、関係社員は立入禁止区域に立入る際は、必ず秘密保全適格証明書を左胸部につけなければならない。
⑵　関係社員以外の当社の従業員及び訪問者の立入り
ア　関係社員以外の者を保全施設に立入らせる理由は、次に限定する。
（ｱ）　保全施設及び専用試験装置等の維持、管理のため
（ｲ）　器材の維持、管理のため
（ｳ）　監督官庁（防衛省の関係職員を含む。）による査察等のため
[bookmark: _Hlk209123321]（ｴ）　緊急事態の発生又は発生のおそれがある場合
（ｵ）　その他総括者が必要やむを得ないと認めた場合
イ　立入りの監督をする者は、関係社員以外の当社の従業員及び訪問者が立入禁止区域へ立入る際は、防衛省の各機関及び自衛隊各機関の発行する立入通知書又は立入許可書と本人の身分証明書を照合することにより、本人であることを確認するとともに、立入記録に所定事項を記入させなければならない。
⑶　立入りの監督をする者は、関係社員以外の当社の従業員及び訪問者が立入禁止区域へ立入る際は、訪問者用バッチを左胸部に着けさせるとともに、指定された関係社員を付添わせなければならない。なお、訪問者用バッチの様式は細則によるものとし、保全責任者は、退場時に立入記録に時刻を記入し、確認印を押印するものとする。

　（機器の持込制限）
第６３条　保全管理者は次の各号に掲げるところにより、機器の持込みを制限するものとする。
⑴　機器の持込制限の場所
保全管理者は、次に掲げる場所その他必要と認める場所について、携帯型情報通信・記録機器の持込み（以下「機器持込み」という。）を禁止するものとする。
ア　第５９条に規定する立入禁止区域
イ　特別防衛秘密を取扱う会議を実施する会議室（当該会議の実施中に限る。）
ウ　特別防衛秘密の物件等を保管する保管施設
⑵　機器持込制限の掲示等
保全管理者は、機器持込制限の場所に機器持込みをしてはならない旨の掲示を行うとともに、機器持込みの禁止に必要な措置を講じなければならない。なお、機器持込制限の掲示の様式は細則による。
⑶　機器持込制限の原則
機器持込制限の掲示のある場所には、保全責任者の許可を受けた者でなければ、機器持込みをさせてはならない。

　（特別防衛秘密電子計算機情報）
第６４条　関係社員は、特別防衛秘密に係る電子計算機情報（以下「特別防衛秘密電子計算機情報」という。）として防衛省が指定した電子計算機情報を取扱う場合、防衛省が認めた情報システム以外の情報システムで取扱ってはならない。
２　特別防衛秘密電子計算機情報は、防衛省が認めた場合を除き、可搬記憶媒体に格納しなければならない。
３　関係社員は、特別防衛秘密電子計算機情報を可搬記憶媒体に格納するに当たり、防衛省の指示による秘匿措置を講じなければならない。ただし、契約履行上、著しい支障が生じるおそれがある場合には、防衛省の指示により、当該秘匿措置を講じることなく特別防衛秘密電子計算機情報を可搬記憶媒体に格納することができる。

第１２章　廃棄及び返却

　（廃棄）
第６５条　特別防衛秘密に属する文書等の廃棄は、原則として、返却後に防衛省で実施するものとする。また、自社で廃棄する場合は、次の各号に掲げる場合に限りこれを行うことができるものとする。なお、第４７条の規定による反古紙を廃棄する場合は、この限りでない。
⑴　あらかじめ防衛省から文書による指示があった場合
⑵　特別防衛秘密の保護上真にやむを得ないものと認められ、かつ相当の理由があり、他に特別防衛秘密を保護する手段、方法がないと認められた場合

　（廃棄の方法）
第６６条　特別防衛秘密に属する文書等の廃棄は、保全責任者が立会いのうえ、取扱者が焼却、粉砕、細断、溶解、消磁及び破壊等の手段により、特別防衛秘密に属する文書等の一部若しくは全部が複製又は識別できないように確実に行わなければならない。

　（廃棄の記録及び報告）
第６７条　保全管理者は、特別防衛秘密に属する文書等を廃棄したときは、保全責任者に保管簿に所要事項を記入させ、廃棄したことを総括者に報告しなければならない。
２　総括者は、特別防衛秘密に属する文書等の廃棄の報告を受けた場合は、特別防衛秘密文書等の廃棄報告書により、防衛省に報告しなければならないものとし、特別防衛秘密文書等の廃棄報告書の様式は細則によるものとする。なお、第４７条の規定により、反古紙の廃棄を行った場合は、この限りでない。

　（特別防衛秘密に属する文書等の返却）
第６８条　防衛省から送達された特別防衛秘密に属する文書等及び当社において複製、製作、写真撮影等を行った特別防衛秘密に属する文書等は、契約完了後又は契約変更等により使用する必要がなくなった場合及び特別防衛秘密の指定条件で文書等の保存期限が切れる場合は、速やかに防衛省に返却しなければならない。なお、防衛省に返却する場合の手続は、第３０条から第３７条の規定を準用するものとする。

第１３章　非常時及び事故等発生時の対策等

　（非常時及び事故等発生時の対策処置）
第６９条　関係社員は、特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が紛失、漏洩若しくは破壊されたとき又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、直ちに保全責任者、保全管理者に報告しなければならない。この際、保全責任者は事故の発生に備え、連絡系統図を作成し、防衛省への緊急連絡体制を維持するものとする。なお、連絡系統図の様式は秘密保全実施要領によるものとし、天災等により立入禁止区域が被害を受けた場合には、関係社員は次の処置を実施するものとする。
２　特別防衛秘密に属する文書等は、紛失、散逸、盗難等を防止するため、保管容器に格納し、施錠するものとする。
３　保全責任者の指示により、保管容器ごと一時搬出先に搬出する。ただし、保全責任者の指示がない限りは搬出しないものとする。また、保管容器を搬出する余裕がない場合は、保管容器はそのままにして避難するものとする。
４　装置に組み込まれている特別防衛秘密に属する物件は、取り外すか、又は取り外せない場合は装置ごと搬出し、特別防衛秘密に属する物件又は装置全体を被覆又は遮蔽するものとする。
５　保管簿は、万難を排して搬出するものとする。
６　保管容器を一時搬出先に搬出した場合、一時搬出先での保管、警備に万全を期すものとする。
７　保全施設のある建物が被害を受けた場合は、総括者又は施設管理者の指示によりロープを張り、立入制限の標示をするとともに、警備担当者を配置し、不審者の立入り及び物品の持出し等を監視するものとする。なお、通常の勤務体制にない場合（残業時、休日等）は、警備担当者の指示により処置するものとする。

　（事故等発生時の報告等）
第７０条　保全管理者は、事故等発生時は次の各号に定める要領により報告等を行うものとする。
⑴　事故発生の報告
保全管理者は、事故発生の報告を受けたときは、直ちに次の各号の調査を行い、その結果について所見を付し、総括者に報告しなければならないものとする。また、総括者は、ただちにこの結果を含む把握し得る限りの全ての内容を防衛省に報告し、その後速やかにその詳細を報告しなければならない。
ア　事故等発生（その疑い又はおそれの場合を含む。以下同じ。）日時
イ　事故等発生の場所
ウ　事故等に係る特別防衛秘密の名称、数量及びその内容
エ　事故等に係る特別防衛秘密の種類（登録番号、一連番号を含む。）
オ　事故等の原因及び経緯
カ　事故等発生に対して講じた処置
キ　事故等関係者の職名お及び氏名
ク　その他参考となる事項
⑵　事故報告後の記録
保全管理者は、事故発生の報告を行った後、保全責任者に保管簿に所要事項を記入させなければならない。

第１４章　雑則

　（細則の制定）
第７１条　総括者は、この規則の細部取扱いについて細則を定めることができるものとする。

　（防衛省との協議）
第７２条　この規則によるところが不適当なときは、防衛省と協議するものとする。

　（他の社内規程との関連）
第７３条　この規則の実施に当たり、他の社内規程と競合するときは、この規則が優先するものとする。
